
【軽減税率に関する機能追加　２次対応について】 2020/3/12

2019年10月1日より開始されました軽減税率対応につきまして、

ご案内しておりました機能追加の２次対応の詳細が決まりましたので、お知らせいたします。

　■リリース予定日　
　2020年3月18日(水) AM８時

  ■対応概要
　① 値引きの按分割合対象を選択できるようにしました。
　　　これにより、送料・手数料を按分比率算出対象に含めず、商品金額のみの按分比率を算出できます。

　　(1) ユーザー情報画面「按分対象(手入力):」にて設定できます。

　　　　　 ・全明細　　　　　：送料・手数料を按分対象に含める(従来通り)

　　　　　 ・商品明細のみ　：送料・手数料を按分対象に含めない

　 　 

　　　　　　　　　　　　

　　　　　 ※１．按分対象「全明細」を選択した場合

　　コレクト手数料は按分対象外として扱われます。

　　　　　 ※２．按分対象「商品明細のみ」を選択した場合

　　商品マスタにて「値引対象外にする」にチェックした商品は、按分対象外として扱われます。

　　　　　 ※３．ユーザー情報の「按分対象設定」は、下記対象機能より新規入力した受注のみ有効です。

　　○対象機能　：　受注入力画面、簡易受注入力画面、定期頒布会入力画面、ギフト受注入力画面

　　　　　 ※４．外部システムより取り込んだ受注の按分対象を変更したい場合、別途設定が必要です。

　　○対象機能　：　外部データ取込、ECサイト連携 注文データ取込

　　詳細は、弊社営業担当にお問い合わせください。

　　　　　 ※５．自動作成する定期受注の按分対象は、受注を作成する時点のユーザー情報の設定になります。

※項目追加に伴い画面の配置が変更になっております※      

ユーザ―情報画面下部 

商品マスタ画面(左上部) 

 【＊複数端末でご利用のお客様へ＊】 

3月18日 AM8時以降、全ての端末の産直くん・リピートくんを必ず起動しなおしてください。 



　　(2) 小計参照画面にて按分対象設定を確認できます。

　　　　　 ○対象機能　：　受注入力画面、受注問合せ画面

　　(3) 納品書や請求書の明細に、按分対象の記号を印字できます。

　　　　　 ○対象機能　：　出荷単位請求書、締日単位請求書、コンビニ請求書、出荷・締日単位督促状、コンビニ用督促状

　　　　　　　　　　　　　　　　 納品書発行、送り状発行、コレクト発行、送り状ラベル発行、コレクトラベル発行

　　　　　　　　　　　　　　　　 請求書・送り状ラベル発行、受注・出荷お好みリスト

　　　　　 印字例)

　　　　　 ※１．出力にはマスタや帳票の設定が必要です。

　　　　　　　　　　詳細は、弊社営業担当にお問い合わせください。

　② 按分比率の算出方法を変更しました。
　　　これにより、より正確な小計金額になりました。また請求書印刷時の小計金額がわかりやすくなりました。

　　(1) 小計参照画面の割合を小数点まで確認できます。

　　　　

　　　

小計参照画面 

印字箇所や印字記号は 

任意に設定できます。 
※記号は全角１文字まで 

小計参照画面 

按分対象設定により、 

表示が切り替わります 

小数部分を確認したい場合は 

列幅を広げてください 

＜変更点＞ 



　　(2) 全額値引き時の小計金額の誤差がなくなります。

　　　　　 ※１．3月18日より前に登録した受注の請求書発行した場合は小計金額は変わりません。

　　　　　　　　　　小計金額を修正したい場合は、受注入力画面にて再登録を行ってください。

　　　　　 ※２．商品金額や税区分、端数処理方法の組み合わせによっては、

　　　　　　　　　　小計金額に誤差が生じる可能性があります。ご了承ください。

　　(3) 全額値引きの受注登録時の下図のメッセージが表示されなくなります。

　

　　　　　 ※１．商品金額や税区分、端数処理方法の組み合わせによっては、

　　　　　　　　　　メッセージが表示される可能性があります。ご了承ください。

　　(4) 請求書に印字する税率毎の小計金額が、受注入力時に按分した小計金額の積上げになります。

　　　　　 ※１．設定により、請求時に再按分する設定に変更できます。

　　　　　　　　　　詳細は、弊社営業担当にお問い合わせください。

　　　　　 ※２．3月18日より前に発行した請求書の再発行、または督促状発行した場合、

　　　　　　　　　　小計金額は受注入力時に按分した金額の積上げになります。

◆これまでのお知らせ（軽減税率　機能追加対応）

 ・2019/11/14掲載 「【軽減税率に関する機能追加】について」

 ・2019/12/10掲載 「【軽減税率に関する機能追加　1次対応について】」

 ・2020/1/9掲載 「【軽減税率に関する機能追加　2次対応内容変更のお知らせ】」

になります。 

http://www.sanchokukun.com/san10/info/pdf/1910TaxChg2.pdf
http://www.sanchokukun.com/san10/info/pdf/191212TaxChg2.pdf
http://www.sanchokukun.com/san10/info/pdf/200109TaxChg2.pdf

